
令和8年度 中小企業者地球温暖化対策事業費補助金

補助金概要

対象者

補助対象

補助額 1/3（上限30万円） ※詳細は、沼津市ホームページをご覧ください↑↑

沼津市役所 生活環境部環境政策課 ゼロカーボン推進室
電話：055－934－4741
メールアドレス：kankyo@city.numazu.lg.jp

本補助金に関するお問い合わせ先

受付期限：令和９年２月2６日（金）

の導入を補助します！

中小企業者向け

 市内中小企業者
 次のいずれかの要件を満たす者

ア エコアクション21認証・登録
イ ISO14001、ISO50001認証制度による認証
ウ エコ通勤優良事業所として認証・登録
エ 省エネ最適化診断の受診
オ 沼津市が実施する事業者向け省エネルギー講習会の受講

次のいずれかを１つ以上導入する際の設備本体
【1】 制御機能付きLED照明設備
【2】 高効率給湯設備
【3】 高効率空気調和設備

https://www.city.numazu.shizuoka.jp/kurashi/
sumai/kankyo/jigyousha/ondanka_hojyo.htm



令和8年度 中小企業者地球温暖化対策事業費補助金

沼津市役所 生活環境部環境政策課 ゼロカーボン推進室
電話：055-934-4741 ファクス：055-934-3045 メールアドレス：kankyo@city.numazu.lg.jp

【補助対象事業】
市内に所在する事業所（工場又は事務所その他の事業場）に対し、次の（1）から（3）の設備のうち、１種類以上を導
入する事業が対象です。
（1）制御機能付きＬＥＤ照明設備 （2）高効率給湯設備 （3）高効率空気調和設備

※ただし、次のア～クに該当する事業及び設備は補助対象外となります。
ア 導入する設備の設備費合計額が90万円以上となる事業
イ 補助金の交付決定日より前に工事に着手した事業
ウ 国、県その他の団体から補助を受ける事業
エ 本市の温室効果ガス排出量の削減に寄与しない事業
オ 新たに事業を開始する新築・新設の事業所へ導入する設備
カ 既存の事業所に新たに追加する設備
キ 専ら居住を目的とする事業所における設備
ク 故障等により事業活動に供していない設備の更新

※補助対象となる設備は、国が実施する「省エネルギー投資促進支援事業費補助金（Ⅲ設備単位型）」において
「制御機能付きＬＥＤ照明設備」、「業務用給湯器」、「高効率空調」に登録されている機器に限ります。

【補助額】
補助対象経費の3分の1以内（1,000円未満切り捨て）

※設計費、運搬費、撤去費・廃棄費、据付費・工事費、材料等経費、諸経費・その他経費、消費税・地方消費税は
補助対象外です。

【補助金の申請】
・補助金交付申請書に下記の申請時の提出書類を添えて、工事着工予定日の10日前までに環境政策課へ提出して
ください。
・令和8年度の最終受付日は令和9年2月26日（金）までです。
・審査に時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。

【実績の報告】
実績報告書に必要な添付書類を添えて、事業完了後30日以内又は令和9年3月31日（水）のいずれか早い日までに、
沼津市役所８階環境政策課へ提出してください。（添付書類は別途ご案内いたします。）

【申請時の提出書類】
⑴ 事業計画書（第２号様式）
⑵ 収支予算書（第３号様式）
⑶ 事業所周辺の地図
⑷ 事業所の全体配置図
⑸ 現有の設備及び補助事業により導入する設備の配置図
⑹ 現有の設備の写真
⑺ 会社概要及び直近の決算書
⑻ 申請者が法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては個人事業の開業届出書の写し又は住民票の写し
⑼ 次のいずれかに該当する書類
ア エコアクション21認証・登録制度に基づく認証・登録証の写し
イ ＩＳＯ 14001認証制度に基づく登録証及び登録付属書の写し
ウ ＩＳＯ 50001認証制度に基づく登録証及び登録付属書の写し
エ エコ通勤優良事業所認証登録証（申請日現在有効なものに限る。）の写し
オ 省エネ最適化診断報告書の写し
カ 省エネお助け隊による省エネ診断報告書の写し
キ 本市が実施する事業者向け省エネルギー講習会の受講証明書の写し
⑽ 現有の設備及び補助事業により導入する設備の仕様を確認できる書類
⑾ 補助事業により導入する設備の設置予定場所の現況写真
⑿ 補助事業に係る契約（見積）書等の写し

本補助金に関するお問い合わせ先

注意事項等


